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実現しよう！県民投票！   

  

 

 

 

 

1月 31日全県の署名総数を記者発表しました。 

その数は、提出署名数 118,796人／有効署名数 111,743人でした。 

  【決める会のコメント】 「みんなで決める会」が 1月に発表した数字（114,303人）よりも 

     提出署名数は多く、有効署名数は少なくなっています。このことは、私たちは、明らかに無効と 

見做される署名については、一定数カウントから除外して集計し、発表していましたが、各選管 

ではそれらも含めて提出署名数としてカウントして発表し、その上で、無効と判定した署名を除外 

した残りを有効署名数として カウントして発表した、という事情であると考えられます。 

 

選管による有効署名数は 

111,743人   

と、宮城県が記者発表 

（1月 31日） 

■1月 27日、「みんなで決める会」は、エルパーク仙台で学習

討論集会を開催し、会場いっぱいの 250人が参加しました。 

■「女川原発再稼動の是非を県民投票で」と求める署名は、

10・11月の 2 ヶ月で 11万 4 千人以上が集約され審査を受

けています。署名に込められた多くの県民の思いを受け止め、県

議会で、県民投票条例を採択してほしい、と受任者となって署

名運動を進めた方も、多数参加しました。 

■多々良代表が、「これまでの活動と2月県議会に向けた第2

ステージの課題について」報告しました。それぞれの地元の県議

に住民の声や思いを聞いてもらうことが重要。全ての県議に私た

ちの率直な声を届け、議員と県民との対話を活発にしよう、地

方自治と民主主義の今後の発展につながる大事な活動にな

る、と提案しました。 

■講演した武田先生は、徳島市の吉野川河口堰建設の是

非を問う住民投票にかかわった経験やいまいまの沖縄辺野古基

地の県民投票について、静かな語り口ながら、憲法と地方自治

法に基づく問題点を指摘していました。県民投票の運動によ

り、住民自身が関心を持って考えることが重要と強調しました。 

武田真一郎先生(徳島大学助教授、愛知大学助教授を経て、現在

成蹊大学法科大学院教授：専門は行政法)の講演から 

住民投票とは、直接民主的な投票で、ある争点の賛否を

問う、法案など提出して賛否を問う、公職にあるものをやめさせ

るリコールの 3 種類ある。選挙で選ばれた住民の代表(議員)

が、住民が望むことをやっていれば、住民投票は必要ない筈。 

先生自身が関わった徳島の吉野川可動堰に関わる住民投

票と運動の状況や結果について、直接請求署名に 49%、

55%が投票し、91.6%が反対投票した。９割が反対した吉

野川可動堰は、民意による撤回となって、裁判所も否定でき

なかった。住民は、賛成・反対の両方の意見をきちんと聞いて

から判断するので、投票後も確固たる意識を持っていた。 

住民投票は、アンケートではなく、政策決定のために行うの

で、賛成・反対の２択でなければ民意を把握できない。〇×に

決められない場合は棄権か白票にすべきで、三択はオカシイ。 

沖縄都は県議会の構成も違うが、同じような事態が宮城で

も起きるかもしれない。反対多数になった時、政策決定に県民の

思いをどう反映させるか、県議の知恵と力が重要になってくる。 

Q&A「原発は国策だから反対しても無理」➜国民主権・地方分権

社会で、地元の理解を得ることは重要。住民の納得なしに国

策を押し付けるのはオカシイ。住民の理解があってこそ継続できる。 
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放射能汚染廃棄物を焼却するという政策を推進する自治体は本務を 

はき違えています。処分方法については、いまだに、住民との話し合いや合意が 

進まずに、解決されないまま、放射能ごみ問題を抱えています。住民の意向を 

無視して、自治体や処理センターが焼却を強引に進める状況も生まれています。 

 さらなる環境汚染を許さないため、石巻・栗原・黒川・大崎・仙南の各地で、 

ねばり強い住民運動が続いています。協力共同をいっそう強めていきましょう。 
 

大崎市の住民連絡会 

２月５日(火)10時～大崎住民訴訟第２回公判（＋第２回審尋） 

8000Bq/kg以下は安全に焼却できる！という行政を批判し、住民が 

安全に生活する権利を堅持するため、大崎市岩出山の住民らは、「試験 

焼却の公金差し止めを求める住民訴訟を起こしました。放射能汚染廃棄 

物の正しい処理と行政の誤りを正す、と団結してたたかっています。 
 

大河原町など仙南各地の連絡会 

3月 10日（日）13時 30分～本焼却強行反対総決起集会 於・大河原駅前オーガ２Ｆイベントホール 

女川原発再稼動 STOP！放射能汚染ゴミ焼却・埋め込み反対！さらに強く大きな声をあげよう！ 

！
 

◆脱原発デモ・金曜デモなど 
＊旧古川地域：大崎 demo金曜デモ・毎週金曜 17時半・あさひ中央公園集合後デモ 

＊塩釜地域：塩釜きん発デモ・金曜 17時半下馬駅裏宮城民医連事業協前集合後デモ出発 

＊岩沼市:「原発ゼロ戦争させない岩沼歩き隊」毎月第 3金曜日 14時岩沼駅東口広場で集会後デモ 

＊仙台長町地域：第3水曜12時半～原発も戦争も NO！たいはくアクション・仙台長町・蛸薬師境内集会後デモ 

＊脱原発みやぎ金曜デモ仙台中央部 「女川原発再稼働するな！子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ」 

             2/8日・15日(金) 勾当台公園野外音楽堂 18:10集合18:30デモ 24日(日) 錦町公園 14:10集合 14:30デモ出発 
 
◆2月5日(火)10時～汚染廃棄物の焼却差止め 大崎住民訴訟 第2回公判 仙台高裁 

◆2月9日(土)13時半～「県民投票を実現しよう！太白区民と県議のつどい」於・太白区中央市民センター３F 主催・太白区民の会 

◆2月10日(日)13時～放射能汚染ゴミの試験焼却ストップ「大崎住民訴訟」報告集会 於・エルソーラ仙台・28F大研修室（チラシ参照） 

                                              主催:放射能汚染廃棄物一斉焼却反対宮城県民連絡会 

◆2月10日(日)10時～14時～ドキュメンタリー映画上映OKINAWA 1965 前売券1000円 於・せんだいメディアテーク７F 主催・実行委員会 

◆2月11日(月)13時15分～2019年 ２・11信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 於・仙台国際センター大ホール 入場無料 

 講演：「こんな国で生きていく！？」中野晃一さん(政治学者・上智大学教授) 主催・靖国神社国家管理反対宮城県連絡会議 

◆2月15日(金)25日(月)12時～13時「女の平和」ピースアクション 署名・街頭宣伝 於・フォーラス前 

◆2月16日(土)14時～宮城県原水協講演会「核兵器のない世界をめざして～禁止条約とNPT再検討会議～」 主催・宮城県原水協 

講師：前川史郎さん(原水協常任理事) 於・東京エレクトロンホール宮城601 無料 

◆2月16日(土)16時～宮城県保険医協会公開講座「その後の福島」～9年目を迎える福島の現状と課題 於・保険医協会研修ルームFAX申込み 

                                講師：馬奈木厳太郎弁護士(「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟弁護団事務局長) 

◆2月23日(土)13時半～命の水を守る宮城のつどいpart１「最後の一滴まで」ドキュメンタリー上映part２シンポジウム フォレスト仙台２F 

◆3月2日(土)13時～宮城県母親連絡会2019年度総会於いて・県労連会館２F 

◆3月3日(日)12時～ 3・3ピースアクションみやぎ2019  トーク集会とピースパレード 於・勾当台公園市民広場➜行進（一番町➜仙都会館前） 

◆3月8日(金)18時15分～国際女性デー第59回宮城県集会「占領下の沖縄、返還後の沖縄、そして今～レンズを通してみてきたこと～」 

                       講師:嬉野京子さん(報道写真家)於・仙台市戦災復興記念館展示ホール 資料代500円 主催:実行委員会 

◆3月 10日(日)13時半～本焼却強行反対総決起集会 於・大河原駅前 オーガ２Ｆホール 主催・仙南焼却反対連絡会 

◆3月 24日(日)10時～憲法 9条こわすな！泉のつどい 講演:池田香代子さん「生きづらい時代と憲法」於・イズミティ 21展示ホール主催・実行委員会 

 
２月７日には、審査を終えた署名簿が返付され、２月８日 

には、宮城県知事に全署名簿を提出します。 

決める会では、地元選出の県議に、署名に込めた住民の思い 

や女川原発に賛成反対ではなく、原発稼働の是非を県民投 

票をして決めるための条例案に賛同してもらいたい、という要請 

活動・懇談会などのとりくみを呼びかけています。 
 

2月 7日／有効署名数確定・告示 

各市区町村の受任者代表に署名簿返付 

2月 8日／全署名簿を県知事に提出する  

2月13日／2月県議会開会予定 

2月 1日／青葉区民の会緊急学習会 

2月 9日／県民投票を実現しよう！太白区民と県議の集い 

＊各地で地元選出県議に要請行動などが計画しています。 

 

一斉焼却反対の県民連絡会・主催 
「大崎住民訴訟」報告会の案内チラシ  


